
 

 

 

 
                 
 

 
 

 
 

第１問 

 

老後資金の不安を解消するためには、

老後資金の準備はもちろんのこと、手

元の資産をいかに長持ちさせるかが重

要となる。  

１．正しい 

２．誤っている 

（正解） １. 

人生 100 年時代を迎え、いったいどれだけ

の老後資金があれば十分なのか、不安を抱

える人も少なくありません。不安を解消す

るためには、まず、「お金の棚卸」をし、自

分の保有資産の全体像を把握しましょう。

そのうえで、リタイア後にどのように資産

を取り崩しながら生活していくかについて

計画を立てることが重要です（具体的な「お

金の棚卸の仕方」や「取崩可能額の計算方

法」は、記事をご参照ください）。多くの人

は、公的年金を生活の柱としながら、それ

までに蓄えたお金を少しずつ取り崩して生

活することになります。資産寿命を延ばし、

お金の心配をせず楽しく老後を過ごすため

には、1 年間にいくら使ってもよいかを毎年

計算し直すことと、運用しながら取り崩し

ていくことが大切です。 

「くらし塾きんゆう塾」2020 年春号 vol．

52より出題） 

第２問 

 

少子高齢化や核家族化に伴い、自分の

生まれ育った家が空き家になるケース

が増加しています。総住宅数に占める

空き家の割合（空き家率）は、どの程

度でしょうか。  

１．7.6％ 

２．10.6％ 

３．13.6％ 

 

 

（正解） ３. 

近年、日本では人の住まない「空き家」が

増加の一途をたどっています。総務省の「平

成 30 年住宅・土地統計調査」によると、2018

年の全国の空き家は約 849 万戸で、総住宅

数に占める空き家の割合（空き家率）は、

実に 13.6％を占めています。空き家は、「売

却用・賃貸用」、「二次的住宅」、「その他の

住宅」の３種類に分類され、そのうち、「売

却用・賃貸用」は、住む人がいなくなった



 家の買い手や借り手を探している状態の空

き家を指します。また、「二次的住宅」は、

別荘など普段は人が住んでいない家のこと

で、空き家に分類されてはいますが、基本

的には所有者が利用、管理している状態で

す。問題になるのは、買い手や借り手を募

集しているわけでもなく、「空き家」として

そのまま放置されている状態の「その他の

住宅」であり、空き家全体に占める割合は、

2018 年で 41％に上っています。 

「その他の住宅」が増えている背景にある

のは、少子高齢化や世帯構成の変化です。

国土交通省の「平成 26 年空家実態調査 集

計結果」を見ると、人が住まなくなった理

由は「死亡した」が 35.2％で 1 位となって

いるのと同時に、住宅（空き家）を取得し

た理由の 1 位が「相続した」の 52.3％と、

全体の半分以上を占めています。つまり、

空き家になるきっかけは、親が亡くなり相

続で家を引き継いだ場合が多いということ

が分かります。 

「くらし塾きんゆう塾」2020年春号 vol.52

より出題） 

第３問 

 

墓じまいには、「お墓のお引越し」と、

「お墓自体を解体してしまうこと」の 2

種類がある。  

１．正しい 

２．誤っている 

（正解） １． 

故郷の家をたたむのと同時に、気になるの

がお墓。遠く離れていて十分に供養や管理

ができないのであれば、墓じまいを考える

必要がありますが、墓じまいには、(1)「改

葬」と(2)「墓終い」の 2 種類があります。 

(1)「改葬」とは、通いやすい場所にお墓を

移動させる、いわばお墓のお引越しです。

一方、(2)「墓終い」は、古いお墓をなくし、

永代供養墓にしたり散骨するなど、お墓自

体を解体してしまうことです。どちらの墓

じまいにしても、寺院が管理している墓所

の場合、住職の了承を得なければなりませ

ん。最近では、墓じまい代行サービス業者

も増えましたが、寺院への連絡・交渉はサ

ービス業務外としている会社も多く、基本

的には自分で交渉する必要があります。菩



提寺（先祖代々に渡り供養や法要を行って

もらっている寺院）と檀家の関係の場合、

墓じまいをもって離檀することになる場合

もあります。その際に、法外な離檀料を請

求されるなど不要なトラブルを避けるため

にも、これまでお世話になった寺院に対し

て、時間をかけて丁寧に事情を説明するこ

とが大切です。 

「くらし塾きんゆう塾」2020年春号 vol.52

より出題） 

第４問 

 

廃家電や粗大ごみなどといった家庭の

廃棄物を、無許可で回収する廃棄物回

収業者による消費者トラブルが、年々

増加しています。トラブルを未然に回

避することが大切ですが、次のうち、

どの対応が誤っていると思われます

か？  

１．各市区町村のルールに従った家庭

の廃棄物の正しい処分方法を把握

するため、市区町村に問い合わせ

る。 

２．少しでも怪しいと思ったら、業者

に一般廃棄物処理の許可番号と登

録名を聞き、市区町村に照会する。 

３．チラシに「産業廃棄物処理業の許

可番号」が記載されていることを

確認したので、家庭の粗大ごみな

どの処分を依頼する。 

（正解） ３． 

無許可の廃棄物回収業者とは、市区町村の

「一般廃棄物処理業の許可」や「市区町村

からの委託」がなければ回収できない家庭

の廃棄物を許可なく回収している違法業者

です。許可がないにもかかわらず、軽トラ

ックなどで町中を「回収無料」などと大音

量で宣伝しながら巡回したり、「家庭の不用

品をなんでも格安回収」などとうたったチ

ラシを配布したり、空き地に簡易の回収場

を設置したりと、その回収方法はさまざま。

そして、こうした違法業者には消費者をだ

ます悪質業者も少なくありません。 

悪質業者に高額料金を支払ってしまい、そ

の業者と連絡がつかない場合など、起きて

しまったトラブルを解決することは残念な

がら難しいです。ですから、トラブルを回

避するための未然防止が大切なのです。ま

ず、家庭の廃棄物の正しい処分方法を知る

ことが、何よりも大切です。廃棄物は、各

市区町村のルールに従って廃棄しなければ

なりません。処分方法が分からないときは、

お住まいの市区町村に問い合わせましょう。 

そして、無許可業者を決して利用してはい

けません。無許可業者を利用することによ

って、消費者トラブルに巻き込まれるだけ

でなく、利用者も廃棄物処理法違反となり

ます。少しでも怪しいと思ったら、業者に

一般廃棄物処理の許可番号と登録名を聞

き、お住まいの市区町村に問合せをすると



よいでしょう。 

万一トラブルにあってしまったり、回収業

者への依頼に少しでも不安を感じたら、消

費者ホットライン１８８番へすぐに相談し

ましょう。 

「くらし塾きんゆう塾」2020年春号 vol.52

より出題） 

第５問 

 

地震保険について、誤った認識は次の

うちどれでしょうか。  

１．地震保険は官民一体の制度である。 

２．地震保険は、火災保険に付帯する

形で加入する。 

３．保険金は建物の損害の程度に拘わ

らず、一定である。 

（正解） ３． 

地震や噴火、あるいはこれらによる津波の

被害は、火災保険では補償されません。そ

のため、地震に備えるのであれば「地震保

険」に加入することになりますが、地震保

険は単独では加入することができず、火災

保険に付帯する形で加入することになります。 

地震保険は、地震により甚大な被害が発生

した場合に、住宅や家財に損害を受けた人

たちの生活再建を支援することを目的とし

た保険です。保険会社とともに政府も保険

金の支払い責任を負うことが「地震保険に

関する法律」などの法令で規定されており、

万が一、保険会社が破綻したとしても、加

入者が受け取る保険金については保証され

ます。地震が原因で建物に損害を受けた場

合、まず、建物の主要構造部（屋根・柱・

梁・壁・基礎など）の損害に着目した損害

調査が行われます。それによって、「全損」、

「大半損」、「小半損」、「一部損」のい

ずれかに認定されると、それぞれ、契約金

額の 100％、60％、30％、5％の保険金が支

払われます。 

「くらし塾きんゆう塾」2020年春号 vol.52

より出題） 

第６問 

 

今回の民法（相続法）改正によって、

残された配偶者が自宅で暮らすために

は、配偶者自身が自宅を相続するか、

自宅を相続した人（子どもなど）と賃

貸借契約などを結ぶかを選択する必要

がある。 

１．正しい 

２．誤っている 

（正解） ２. 

現行制度では、残された配偶者が自宅で暮

らすためには、配偶者自身が自宅を相続す

るか、自宅を相続した人（子どもなど）と

賃貸借契約などを結ぶかを選択する必要が

あります。「住み慣れた家でこのまま暮らし

たい」と配偶者自身が自宅を相続すると、

預貯金はほとんど受け取れず、以降の生活



に不安が残るといったこともありました。

また、賃貸借契約なども、相続した子ども

が自宅の売却を考えているため応じてくれ

ないなど、必ずしもうまくいくとは限りま

せんでした。 

そこで、今回の改正で所有権は子どもに相

続させつつも、残された配偶者には、「配偶

者居住権」を与えることで、自宅に住み続

けることが可能になりました（2020 年 4 月

1 日施行）。配偶者居住権には、残された配

偶者にとっては、自宅に住み続けながら法

定相続分のなかで預貯金なども受け取り、

今後の生活の糧にできるというメリットを

享受できます。 

「くらし塾きんゆう塾」2019年夏号 vol.49

より出題） 

第７問 災害によって通帳やキャッシュカード

がなくなっても、災害救助法が適用さ

れた被災地については「金融上の措置」

が取られ、運転免許証などの本人確認

書類により、預貯金の払戻しを受ける

ことができる。  

１．正しい 

２．誤っている 

（正解） １． 

災害によって通帳やキャッシュカードをな

くしてしまった場合でも、災害救助法が適

用された被災地については、「金融上の措

置」が取られます。運転免許証や健康保険

証、パスポート、マイナンバーカードなど

の本人確認書類により、預貯金の払戻しを

受けることができます。 

 払戻しを受けられる金額は金融機関によ

って異なりますが、東日本大震災のときに

は、本人確認が取れた方に対して、払戻し

が行われました。 

「くらし塾きんゆう塾」2020年冬号 vol.51

より出題） 

第８問 “ほったらかし投資”とは、「完全に放置

しても大丈夫」ということである。  

１．正しい 

２．誤っている 

 

 

 

 

 

 

（正解） ２． 

最近、“ほったらかし投資”という言葉を耳

にします。誤解されやすいのですが、これ

は「完全に放置しても大丈夫」ということ

ではなく、「市場の値動きに一喜一憂せず、

長期的な視点に立って投資する」という意

味です。そもそも投資をする際、運用資金

を国内外の債券といった異なる資産クラス

に振り分けるのは、「分散」が投資にとって

重要な要素だからです。投資には「すべて



 の卵を一つのカゴに盛るな」という格言が

あります。卵をすべて同じカゴに入れてし

まうと、カゴを落としてしまったときに全

部が割れてしまいます。資産運用において

も、同一の銘柄に集中投資するのではなく、

期待リターンやリスクが異なる資産クラス

に分散投資することにより、万一、インフ

レや金融危機などが起こった際に、ダメー

ジを小さくすることが期待できます。 

 とはいえ、市場は常に変動しているため、

資産運用を始めた後も、「基本ポートフォリ

オ」が適切に維持されているか、適宜、確

認しておく必要があります。 

「くらし塾きんゆう塾」2020年冬号 vol.51

より出題） 

第９問 

 

自然災害が起きた直後に、リフォーム

会社を名乗る業者から「住宅点検の無

料サービス中」といった勧誘電話が入

り、「保険金で全額賄えます」、「保険金

の申請作業も行う」とそそのかされま

した。この場合の対処方法として間違

っているのは次のうちどれでしょう。  

１．すぐに契約せず、契約内容や手数

料、キャンセル料などの説明を納

得するまで聞く。 

２．業者の口車に乗って経年劣化によ

る損傷と知りながら、被災したと

保険金申請をする。 

３．各自治体の WEB サイトの注意喚

起などの情報を収集するほか、家

族に相談したり、ほかの業者から

見積もりを取って金額や工事内容

を比較する。 

（正解） ２. 

地震、台風、豪雨、豪雪など大規模な自然

災害に見舞われがちな日本。不安や恐怖に

巧みに付け込んでくる悪質商法が、被災地

に限らず全国で多発しています。リフォー

ム会社を名乗る業者から「住宅点検の無料

サービス中」といった勧誘電話が入り、点

検をお願いすると破損内容などを誇大に伝

えて不安をあおり、高額なリフォーム契約

を取り付けます。とくに多いのが「保険金

で全額賄えます」とそそのかす手口。なか

には「保険金の申請作業も行う」といって

くるケースもあるようです。しかし、経年

劣化による損傷などは保険支払いの対象外

となりますし、保険金申請も原則被保険者

以外はできません。契約を取り消したいと

業者に伝えると、高額なキャンセル料を請

求されたりします。ここで注意したいのは、

業者の口車に乗って経年劣化による損傷と

知りながら、被災したとして保険金申請を

してしまうこと。保険会社に対する詐欺的

行為となりますので、絶対にやってはいけ

ません。対処法としては、業者に急かされ

てもすぐに契約しないこと。契約内容や手

数料、キャンセル料などの説明は納得する



まで聞きましょう。家族に相談したり、ほ

かの業者から見積もりを取って金額や工事

内容を比較するのもよいでしょう。保険に

ついては、ご自身で直接保険会社に問い合

わせることが大切です。  

「くらし塾きんゆう塾」2020年冬号 vol.51

より出題） 

第10問 

 

賃貸にせよ、購入にせよ、50 代以降の

住まいを考えるときには、将来にわた

って払い続けることが可能な住居費の

目安をあらかじめ確認しておいた方が

よい。  

１．正しい 

２．誤っている 

（正解） １． 

一般的な会社員の賃金は、50 代前半でピー

クを迎え、その後、役職定年や定年後の継

続雇用を経て、65 歳で年金生活に入ること

になります。つまり、50 代から定年後まで

の 15 年程度は、収入の変化がとても大きい

のです。現役時代なら、多少無理をして住

宅ローンや家賃を毎月支払っていても、そ

れほど大きな負担には感じないかもしれま

せん。しかし、年金生活になってから毎月

多額の住居費を支払っていくことには、相

応の負担感が伴います。実際に年金生活に

入ってからこういった事実に気づいても、

対応できる手段は限られてしまいます。だ

からこそ、どれくらいの住居費であれば無

理なく支払い続けていけるのかを、早めに

把握しておくことが大切です。 

収入に関しては、50 代なら将来受け取る年

金額も見えてきます。日本年金機構から毎

年誕生月に郵送される「ねんきん定期便」

や、同機構の WEB サイト「ねんきんネッ

ト」を参考にして、ご自身の年金に関する

情報を確認していただければと思います

（ねんきんネットでは、24 時間いつでも最

新の記録<毎日更新>を確認することができ

ます）。 

「くらし塾きんゆう塾」2020年秋号 vol.50

より出題） 
 

 

 

 

 



テーマ例：年金、生命保険、介護保険、税金、確定申告、住宅ローン、相続、

贈与、遺言、成年後見制度、老後の生活設計、エンディングノート、

各種金融商品、株式、投資信託、金利と利回り、クーリングオフ、

悪質商法、詐欺商法  等 
 

 

 

 

■大分県金融広報委員会では、生活設計・年金・税金・金融商品等に関する講演会

や、児童・生徒の金融・金銭教育などに、専門家を派遣しています。地域での集ま

りや学校、ＰＴＡなどにもご利用いただけます。講師謝礼や交通費は無料です。 

下記事務局までお気軽にお電話下さい。 

 

■おかねや金融・経済について自ら学びたい方々への支援として、「金融学習グル

ープ」制度を設けています。１５人以上のメンバーがいれば設定できます。学習会

（年６回以上開催）には専門家を講師として派遣します。期間は 1年ですが、ご希

望により 3 年間延長が可能です。是非、あなたの生活に身近なテーマについて学ん

でみませんか。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 “ぽると”は「港」、「入り口」という意味です。 
 金融や経済の情報の集まる「港」として、また、おかねの知識への身近な

「入り口」として大分県金融広報委員会をご活用ください。 
 

 

知るぽるとの Web サイト 

http://www.money -oita.com  
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